
日本胃癌学会認定施設の認定基準の一部変更について 
 
 
 令和６年２月開催の第９６回日本胃癌学会総会より、施設認定制度に付随す
る教育セミナーが始まります。施設の常勤医が教育セミナーに参加し受講証を
取得した場合、認定施設申請の際に、この受講証は総会での発表に代用が可能
となります。本来認定施設 A は３年間に６回の総会での発表が、認定施設 B は
３年間に１回の発表が必要でしたが、認定施設 A においては、セミナー受講証
が３枚まで総会での発表の代わりとして使用可能となります（同一年度も可）。
認定施設 B においては、セミナー受講証が総会発表の代わりとして申請に使用
できます。 
 教育セミナーへの参加は、認定基準の必須条件ではありませんが、受講され
ることを推奨します。 
 この変更は、令和７年度の新規申請及び更新申請から適応となります。（令
和６年度の申請には使用できません。） 
 
 令和７年度より、認定施設の更新申請が始まります。更新の際は、必ず
NCD 胃癌登録が行われていることが必要条件となりますのでご注意ください。 
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